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宅地開発に伴い設置される流出抑制施設の
設置及び管理に関するマニュアル

１　本マニュアルの位置付け

　　本マニュアルは，宅地開発に伴う洪水被害を防止するため開発事業者によって設置される流出抑制施設

の設置及びその管理に際して特段の配慮が必要とされる事項を整理したものであり，他の関連技術指針と

併せて執務の参考に供するものである。

２　新規の流出抑制施設について

　２．１　流出抑制施設の設置にあたっての基本的考え方

　　　宅地開発に伴って流出抑制設置の必要性を判断する場合には，放水先の排水能力，利水の状況その他

の状況を勘案して行うこととし，一律に基準となる開発面積を定めてその設置を義務づけるものとはし

ない。

　２．２　流出抑制施設の設置の判断

　　　流出抑制施設の設置の判断は，開発後の予測される開発予定地からの流出変化により，開発区域及び

その周辺の地域に溢水等による被害が生ずるおそれがあるか否かにより行うこととし，原則として放流

先の河川，下水道等の管理者の判断に基づくものとする。

　２．３　流出抑制施設の設置判断に用いる数値等

　　　流出抑制施設の設置の判断に用いる流出係数や降雨強度等については地域の実情に応じて適切に設置

するものとする。

　２．４　流出抑制施設の種類

　　　流出抑制施設については一律に洪水調節（整）池を採用するのではなく，洪水調節（整）池以外の流

出抑制施設（以下「貯留浸透施設等」という。）を含めて検討し，その中で立地条件等から最適と思わ

れるものを採用するようにする。

　２．５　流出抑制施設の構造

　　　流出抑制施設の構造等については，他の関連技術指針を参考にするものとする。

　２．６　恒久調節池と暫定調整池の区分

　　　流出抑制施設として洪水調節（整）池を設置する場合においては，河川，下水道等の管理者の判断に

基づき，開発許可・宅地防災担当部局が恒久調節池，暫定調整池の別を明らかにするものとする。

　２．７　恒久調節池の管理

　　　恒久調節池を設置する場合は，原則として地方公共団体がその管理を行うものとする。この場合にお

いて恒久調節池の土地の権原は，地方公共団体へ移管することが重要である。

　２．８　暫定調整池の管理

　　　暫定調整池を設置する場合においても，管理者について別段の定めをしない限り，地方公共団体が行

うことが望ましい。暫定調整池として設置及び維持管理を開発者に行わせる場合にあっては，河川，下

水道等の管理者の判断に基づき，開発許可・宅地防災担当部局がその設置期間を「宅地開発に関連する
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区間の河川の一定の改修が完了するまでの期間とすること」のように具体的に開発者に明示する必要が

ある。

　２．９　流出抑制施設の管理協定

　　　地方公共団体は，民間が管理する流出抑制施設についてはその施設の管理者との間で管理協定を締結

するとともに，できうる限りその機能を担保するための手だてを講ずるものとする。ただし，個人住宅

の敷地内に設置されるような小規模な浸透ます等の施設は除く。

　２．10　管理協定の一時的な締結

　　　地方公共団体は，将来の流出抑制施設の管理者が開発完了時点で不明な場合または特定できない場合

には，開発事業者と管理協定を締結し，管理者が明らかになった時点で再度その管理者との間で管理協

定を締結するものとする。

　２．11　流出抑制施設の管理等に関する説明

　　　個人住宅の敷地内に浸透ます等小規模な施設が設置された場合には，地方公共団体は，開発事業者に

対し，将来の所有者へその存在や管理法について説明するよう指導するものとする。

　２．12　流出抑制施設の管理協定の内容

　　　地方公共団体と流出抑制施設の管理者との間で締結する管理協定は以下の内容を盛り込んだものとす

る。

　　　　　・管理する施設の位置，種類，構造

　　　　　・管理する流出抑制施設の点検，補修，清掃に関すること

　　　　　・協定の有効期間

　　　　　・所有者の変更が生じた場合の措置

　　　　　・その他必要な事項

　２．13　流出抑制施設の点検及び補修

　　　地方公共団体は，少なくとも出水期の前後に自ら管理する流出抑制施設の点検や補修を行うとともに，

流出抑制施設の管理者に対し，その点検や補修を適当な時期に働きかけるものとする。

　２．14　流出抑制施設に関する啓発

　　　地方公共団体は，流出抑制施設の機能や目的，その重要性を十分理解してもらえるよう，住民等に対

し機会ある毎に広報活動するよう努める。

３　既設の流出抑制施設について

　３．１　既設の流出施設の機能の判断

　　　地方公共団体は，既設の洪水調節（整）池について，その放水先の排水能力，利水の状況その他の状

況を勘案したうえで，貯留浸透施設等の設置で代替することも含め必要とされる機能について，河川・

下水道等の管理者に判断を求めることとする。

　　　また，既設の貯留浸透施設等についても同様の措置を講ずることとする。

　３．２　既設の流出抑制施設の継続管理

　　　既設の洪水調節（整）池の機能の維持が必要と判断された場合，管理方法が明確にされていないもの
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については明確化を図るとともに，新規設置に準じた管理措置を講ずるものとする。

　　　また，既設の貯留浸透施設等についても同様の措置を準ずることとする。

　３．３　代替となる貯留浸透施設等の構造等

　　　代替となる貯留浸透施設等を設置する場合には，それらの構造等は，他の関連技術指針を参考にする

ものとする。

　３．４　民間が管理する流出施設

　　　民間が管理することとなる流出抑制施設の維持管理については，地方公共団体とその施設の管理者と

の間で管理協定を締結するものとし，管理協定の内容については新規に設置する流出抑制施設に準じた

内容とする。

　３．５　管理協定の内容の確認

　　　民間が管理する既設の流出抑制施設については機会ある毎に協定内容等について地方公共団体と管理

者との間で確認するように努めるものとする。

　３．６　流出抑制施設の管理者の変更

　　　流出抑制施設の管理者が変更した場合には，その変更後の管理者と地方公共団体との間で改めて管理

協定を締結するものとする。

　３．７　放流先の管理者からの告知

　　　放流先の河川，下水道等の管理者は，放流先の河川等の整備が完了し，既設の流出抑制施設の存続が

必要ないと判断される状況になった場合には，その流出抑制施設の管理者等にその旨を伝えるよう努め

るものとする。なお，その際には，必要に応じて，流出抑制機能の保全への配慮についても検討する。




